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令和５年第２回足寄町議会定例会議事録（第２号）
令和５年６月１９日（月曜日）

◎出席議員（１３名）

１番 早瀬川 恵 君 ２番 井 脇 昌 美 君

３番 榊 原 深 雪 君 ４番 矢 野 利惠子 君

５番 田 利 正 文 君 ６番 髙 橋 健 一 君

７番 木 村 明 雄 君 ８番 細 川 勉 君

９番 川 上 修 一 君 １０番 進 藤 晴 子 君

１１番 多治見 亮 一 君 １２番 二 川 靖 君

１３番 髙 橋 秀 樹 君

◎欠席議員（０名）

◎法第１２１条の規定による説明のための出席者

足 寄 町 長 渡 辺 俊 一 君

足寄町教育委員会教育長 東海林 弘 哉 君

足寄町代表監査委員 川 村 浩 昭 君

◎足寄町長の委任を受けて説明のため出席した者

副 町 長 丸 山 晃 徳 君

総 務 課 長 松 野 孝 君

福 祉 課 長 保 多 紀 江 君

住 民 課 長 金 澤 眞 澄 君

経 済 課 長 加 藤 勝 廣 君

建 設 課 長 （事務取扱）丸山晃徳君

国民健康保険病院事務長 川 島 英 明 君

会 計 管 理 者 （兼）金澤眞澄君

消 防 課 長 大竹口 孝 幸 君

建 設 課 建 設 室 長 岩 渕 堅 志 君

◎教育委員会委員長の委任を受けて説明のため出席した者

教 育 次 長 丸 山 一 人 君

◎農業委員会会長の委任を受けて説明のため出席した者

農業委員会事務局長 山 田 弘 幸 君

◎職務のため出席した議会事務局職員

事 務 局 長 横 田 晋 一 君

事 務 局 次 長 野 田 誠 君
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◎議事日程

日程第 １ 議案第４５号 足寄町企業版ふるさと納税基金条例の制定について＜Ｐ３＞

日程第 ２ 議案第４９号 足寄町国民健康保険税条例の一部を改正する条例＜Ｐ３～Ｐ

４＞

日程第 ３ 一般質問＜Ｐ４～Ｐ２８＞
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午前１０時００分 開会

◎ 開議宣告

○議長（髙橋秀樹君） 全員の出席でありま

す。

これから、本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおり

です。

◎ 議運結果報告

○議長（髙橋秀樹君） 議会運営委員会委員

長から、会議の結果の報告を願います。

議会運営委員会委員長 進藤晴子君。

○議会運営委員会委員長（進藤晴子君） ６

月９日に開催されました、議会運営委員会の

協議の結果を報告いたします。

本日は最初に、６月６日の本会議におい

て、総務産業常任委員会へ付託し、閉会中の

審査となっておりました議案第４５号につい

て審査報告を受け、審議いたします。

次に、文教厚生常任委員会へ付託し、閉会

中の審査となっておりました議案第４９号に

ついて審査報告を受け、審議いたします。

次に、一般質問を行います。

以上で、報告を終わらせていただきます。

○議長（髙橋秀樹君） これにて、議会運営

委員会委員長の報告を終わります。

◎ 議案第４５号

○議長（髙橋秀樹君） 日程第１ 議案第４

５号足寄町企業版ふるさと納税基金条例の制

定についての件を議題とします。

本件における総務産業常任委員会委員長の

報告は、別紙のとおりです。

本件における委員長の報告は、原案可決で

す。

これで、委員長の報告を終わります。

ただいまの委員長の報告に対する質疑を行

います。

質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（髙橋秀樹君） 質疑なしと認めま

す。

これで質疑を終わります。

これから、討論を行います。

討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第４５号足寄町企業版ふる

さと納税基金条例の制定についての件を採決

します。

本件に対する委員長の報告は可決です。

本件は、委員長の報告のとおり決定するこ

とに賛成の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（髙橋秀樹君） 全員の起立です。

したがって、議案第４５号足寄町企業版ふ

るさと納税基金条例の制定についての件は、

原案のとおり可決されました。

◎ 議案第４９号

○議長（髙橋秀樹君） 日程第２ 議案第４

９号足寄町国民健康保険税条例の一部を改正

する条例の件を議題とします。

本件における文教厚生常任委員会委員長の

報告は、別紙配付のとおりです。

本件における委員長の報告は、原案可決で

す。

これで、委員長の報告を終わります。

ただいまの委員長の報告に対する質疑を行

います。

質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（髙橋秀樹君） 質疑なしと認めま

す。

これで質疑を終わります。

これから、討論を行います。

討論はありませんか。

５番。

○５番（田利正文君） 反対討論を行いま

す。

電気料金の値上げ、物価高騰で多くの町民
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の皆さんが大変な生活状況に追い込まれてい

ます。

国保税は他の健康保険料と比べて高すぎる

という国保の構造問題ということが言われ、

全国知事会などが高すぎる国保税を他の協会

けんぽ保険料並みにするために、国庫から１

兆円の投入をという要望を出されてからしば

らくたちます。

物価高騰の中、賃金も年金も上がらないの

に生活費だけが上がるという状況下で、国保

加入世帯は低所得者の多いことがはっきりし

ています。よって、国保税の値上げになる本

案については反対いたします。

○議長（髙橋秀樹君） ほかに、賛成討論は

ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（髙橋秀樹君） 討論なしと認めま

す。

これで討論を終わります。

これから、議案第４９号足寄町国民健康保

険税条例の一部を改正する条例の件を採決し

ます。

本件に対する委員長の報告は可決です。

本件は、委員長の報告のとおり決定するこ

とに賛成の方は起立願います。

（賛成者起立）

○議長（髙橋秀樹君） 起立多数です。

したがって、議案第４９号足寄町国民健康

保険税条例の一部を改正する条例の件は、原

案のとおり可決されました。

◎ 一般質問

○議長（髙橋秀樹君） 日程第３ 一般質問

を行います。

順番に発言を許します。

５番田利正文君。

（５番田利正文君 登壇）

○５番（田利正文君） 通告書に従って一般

質問を行います。

件名ですが、「国民健康保険の子供の均等

割独自軽減を」であります。

国民健康保険税が高額になる原因は、国の

負担割合を引き下げたことにあります。さら

に、収入に関係なく各世帯にかかる平等割

と、家族の数に応じてかかる均等割が重い負

担となっています。ゼロ歳の赤ちゃんにも保

険税がかかる均等割は子育て支援に逆行する

ものです。

２０２２年（令和４年）度から、就学前の

子供の均等割を半額に軽減する仕組みが導入

されましたが、この措置は免除ではなく半減

で、小・中・高校生には何の恩恵もなく、根

本的解決には程遠いものです。

全国知事会など地方団体は、就学前児童均

等割軽減にとどまらず、子供の均等割問題の

根本的解決を図ることを求めています。

国民健康保険の子供の均等割の足寄町独自

の軽減を求めます。

○議長（髙橋秀樹君） 答弁、渡辺町長。

○町長（渡辺俊一君） 田利議員の「国民健

康保険の子供の均等割独自軽減を」の一般質

問にお答えします。

令和４年４月から国民健康保険税の未就学

児の均等割が５割軽減となり、その軽減は国

が２分の１、道と町がそれぞれ４分の１を負

担しています。

この未就学児の均等割軽減措置は、低所得

者に適用されている７割、５割、２割の法定

軽減措置後の額に適用されるため、最大８.

５割の軽減となっております。

また、市町村独自で行う子供均等割減免に

対する法定外繰入は「解消すべき赤字」と位

置づけられており、国の基準を超えて独自に

一律の保険税軽減を条例で定めることは適切

ではないことから、足寄町独自で税を軽減す

る場合は基金等から補塡することとなりま

す。

しかし、町の国保財政は令和３年度以降赤

字が続いており、基金を取り崩しながら予算

編成を行っている状況にあり、また、医療費

の負担を減らすべく、本定例会において、高

校生までの医療費助成拡大を提案し、議決を

頂いたところであります。

本来、子供の窓口負担軽減や国保税の減免
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は市町村の独自対応ではなく、国が対応すべ

きものと考えており、今回の御提案につきま

しては、現時点で足寄町が独自に軽減する考

えはありません。

引き続き、子供の医療費負担軽減や国保税

減免の実施を国に働きかけてまいります。

少子高齢化が進む中、若い世代がいつまで

も足寄町に住み続けたいと思っていただける

ように、今後も必要な対応を検討してまいり

ますので、御理解と御協力を賜りますようお

願い申し上げ、田利議員の１点目の一般質問

に対する答弁とさせていただきます。

○議長（髙橋秀樹君） 再質問を許します。

５番田利正文君。

○５番（田利正文君） 今、答弁いただい

て、結論は分かったわけですけれども、は

い、そうですかと終わってしまったら、一般

質問になりませんので、多少いろいろなこと

をちょっとお聞きしたいと思います。

それで、通告書の表現が不十分だったとい

うように私自分で思っておりまして、補強し

ながら再質問したいというふうに思います。

一つは、国保税高額の原因は国の負担割合

を下げたと表現しましたが、１９８０年法改

定で定率国庫負担を総医療費掛ける４５％か

ら３８.５％に削減したことなどのことであ

ります。

国保制度がスタートした１９６１年、社会

保障制度審議会は、国保は被保険者に低所得

者が多いこと、保険料に事業主負担がないこ

となどのため、どうしても相当額、国庫が負

担する必要があるとの勧告を出しています。

いま一つは、加入者の構成が大きく変化し

ていることです。

国保制度が始まった当時、加入世帯主構成

は農林水産業で４割超、自営業で７割を占め

ていました。自営業と農林水産業合わせてで

すね、合わせて７割を占めていました。２０

２２年現在、年金生活者など無職が４３.５

％、非正規労働者が３３.３％、合わせて約

８割弱となっています。中心が農家や自営業

者から無職、非正規労働者に変わり、加入世

帯の平均所得が大きく減っています。

こうしたことをつけ加えた上で、改めてお

聞きしたいと思います。足寄町の国保税につ

いて伺います。

給与所得者で比較可能なモデルケースを出

して試算した場合、国保税と職員が加入して

いる共済組合の保険料、どのぐらいになるの

でしょうか。例えばですけれども、一般的に

は給与所得者で４人家族で４００万円とかと

言い方しますけれども、それにこだわりませ

ん。比較可能な数字があれば教えていただき

たいというふうに思います。

○議長（髙橋秀樹君） 答弁調整のため、暫

時休憩をいたします。

午前１０時１５分 休憩

午前１０時２７分 再開

○議長（髙橋秀樹君） 休憩を閉じ、会議を

再開いたします。

先ほどの田利議員の質問からなのですけれ

ども、休憩中に御回答があったように、後日

回答をしていただいて、それで田利さんのほ

うに報告を出すという形で答弁調整のほうで

きましたので、よろしくお願いいたします。

また、これから田利正文君の再質問を許し

ます。

田利正文君。

○５番（田利正文君） 分かりました。

後で、先ほど言ったような感じのモデル

ケースを出して、僕らでも分かるようなもの

を出していただきたいというふうに思ってお

ります。

次ですけれども、足寄町の国保税の均等割

額は幾らでしょうか。

○議長（髙橋秀樹君） 金澤住民課長、答

弁。

○住民課長（金澤眞澄君） 田利議員の御質

問にお答えします。

足寄町の国保税率の均等割額でございます

けれども、基礎課税額に係る税額につきまし

ては２万６,９００円、後期高齢支援課税額

に係る税額におきましては９,０００円、介

護納付金課税額に係る税額としましては７,
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４００円でございます。

以上です。

○議長（髙橋秀樹君） ５番。

○５番（田利正文君） 今、均等割の額２万

６,９００円とお聞きしました。ここで本当

は先ほど言った比較資料があると、国保税と

他の健康保険というのですか、保険との保険

料との差が大きく出るのだろうと思うのです

ね。全国の例でしかここでは今は言えません

けれども、札幌のやつで見ると、国保税で約

４０万円、先ほど言った世帯家族のモデルと

した場合ですね、約４０万円。それで均等割

をなくす、それから平等割をなくすという、

先ほど言った国保税の構造問題というやつを

取り除いた場合に保険料が約半分になる、２

０万円になるというのですね。そういう試算

がありましたので、足寄町の場合もそういう

ふうになるのかなと思って、それを裏づける

資料がお聞きしたいと思って聞いたところで

す。

それで、町長にお聞きしたいのですけれど

も、そういった状況があるということが全国

的にも明らかなのですけれども、２０１４

年、国保の都道府県化に向けて国と地方の代

表が国保の制度改革を議論する場で、全国知

事会とか市長会ですけれども、町村会も含め

てですけれども、加入者の所得が低い国保が

他の医療保険より保険料が高く負担が限界に

なっているのは国保の構造問題であると、国

保を持続可能にするためには、他の医療保険

との格差を縮小するような抜本的な財政基盤

の強化が必要だというふうに主張が出された

といいます。この議論の中で、全国知事会が

国保料、足寄町は国保税ですが、協会けんぽ

の保険料並みに引き下げるために１兆円の公

費負担を行うよう政府に要望したと、国保新

聞ですね、国保新聞の２０１４年７月１０日

付で報道されています。

町長は、こういった現状について、今の国

保税は高すぎるというような認識というのは

おありでしょうか。私自身はこの構造問題だ

と言われたことについては、いろいろな自治

体があったとしても、その自治体関係者の方

がそういう問題があるなというふうに分かっ

ていらっしゃるのではないかという思いがあ

るのですけれども、町長について、どういう

ふうにお考えかちょっとお聞きしたいという

ふうに思います。

○議長（髙橋秀樹君） 町長、答弁。

○町長（渡辺俊一君） 国保税の問題であり

ますけれども、今後の部分でいきますと、こ

れから全道統一の国保税にだんだん変わって

いくということになっていまして、それを見

ていきますと、足寄町としても今のままでは

国保税そのままではいけないということで、

少しずつの値上げが必要だという状況になっ

ています。全体としてやはりまだ値上げ基調

ということになっていくのかなというように

思っておりまして、レベルとして全国的にど

のぐらいのレベルかというのはちょっとよく

分からない部分ありますけれども、しかしな

がら北海道でこの国保税を統一をしていきま

しょうといったところでいきますと、足寄町

としてはまだ引上げが必要になってくるとい

う状況であります。

今回も、先ほどもお願いして、国保税の引

上げなどもお願いをしているところでありま

す。そういったことを考えていきますと、そ

れぞれ個人個人の判断というか、感覚という

のはいろいろありますけれども、高い安いだ

とかという部分でありますけれども、全体と

してやはり北海道の中でのレベルでいくと、

まだもう少し引上げが必要という考え方にな

るのかなというように思っています。

今回も引上げ、大変今物価高だとかそうい

う状況の中で引上げということになっており

ますけれども、大変申し訳ないですけれど

も、まだしばらくそういう引上げだとかとい

うのが必要になってくるというように考えて

いるところであります。

以上でございます。

○議長（髙橋秀樹君） ５番田利正文君。

○５番（田利正文君） 引上げをしなければ

駄目だという現状だということですね。それ
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は分かりますが、町長自身が全国知事会が言

うような国保の構造問題だという認識はない

のでしょうか。そこのところをお聞きした

かったのですけれども。

○議長（髙橋秀樹君） 答弁、渡辺町長。

○町長（渡辺俊一君） 国民健康保険税の部

分でありますけれども、基本的にはやはり、

先ほど田利議員さんのおっしゃられたとお

り、低所得者の方たちがだんだん増えてきて

いるということで、昔から比べるとその構成

というのは随分変わってきている部分もある

のかなというように思っています。

今でいくと、年金だとかで生活されている

方、それから農業で生活されている方だとか

ということで、そういう保険の負担ができる

所得の割合というのは非常に二極化という

か、真ん中が少なくて、所得の少ない人たち

で負担するのは大変だよという方たちと、所

得が比較的農業などで多い人たちと、そうい

うように二分化されてきているという、そう

いう形になっているのかなというように思っ

ています。そういったことで考えていくと、

今国民健康保険に加入されている方たちの負

担がどうなっていくのかといった部分でいく

と、今後のことを少し考えていけば、高齢化

が進んでいく中で、年金だとかそういうもの

で、収入がそれがほとんどですよという方た

ちも増えてくるのだろうというように思って

いますので、そういう今の二極化というか、

そういったのはまた進んでいく可能性はある

のかなというように思っています。

そういうことで考えていくと、やはり今の

方たちの中で国保税で医療費を全部賄ってい

く、基本的にはそういう加入されている方た

ちの中で賄っていくという形になっています

けれども、これだけでは本当に今後でいくと

済むのかなという部分というのは考えられる

ところであります。ただ、先ほども申し上げ

ましたけれども、町から、一般会計から国保

会計に繰入れだとかというのは、基本的には

認められていないと、法定で認められている

部分もありますけれども、それ以外の部分に

ついては認められていないという、そういう

制度になっていますので、なかなか町として

財政負担を、財政支援をしていくだとかとい

う体制にはなっていかないということであり

まして、現状の中ではそういう、非常に国保

税を少しずつ、先ほども言いましたように、

少しずつ上げていかなければならないという

現状なのかなというように思っています。

やはりもう少し、北海道で一元化するとい

う形になったときに、もっと保険税が一人一

人が下がっていくのではないのかと、パイが

大きくなればもっと下がっていくのではない

のかというようなことも考えられたわけです

けれども、現実としてはそうはなっていない

という状況になっています。そういう意味で

は、今後制度的な部分、今北海道で一元化す

るという形で進んでいますけれども、そうい

う形で進んでいく中でもう少し国の支援だと

か、そういったものももっと入ってこない

と、なかなか国保会計の独立性というか、な

かなか保てないのではないかなという感じも

しているところであります。

ちょっと答えになったかどうか分かりませ

んけれども、そういうように考えているとこ

ろであります。

以上でございます。

○議長（髙橋秀樹君） ５番田利正文君。

○５番（田利正文君） 今町長の答弁聞いて

いて、結論はもうそこに行くしかないという

ふうに感じたのですけれども、先ほど述べた

全国知事会が１兆円の公費負担をすればとい

う要望しているという話をしましたけれど

も、それをやって初めてというのでしょうか

ね、国保税がほかの健保並みの、保険料並み

の値段に収まるのだということのようです、

試算はね。だから、やっぱり根本的には町長

言われたように、国がきちんとしなければ駄

目なのだというふうに思います。だから、今

ここで町長と一生懸命議論しても解決できな

いというのはよく分かりますけれども、ただ

ちょっとお聞きしたいのは、そんな中であっ

ても、今国が２２年度から未就学児の半額負



― 8 ―

担、だから町長の答弁では最終的には８.５

割軽減になりますよと言っていましたけれど

も、その残りの分を町で単独で助成をしたと

仮定した場合にはどのぐらいの対象人数と費

用がかかるのかということを知りたいので、

それはすぐ分かるでしょうか。分からなけれ

ばまたこれは飛ばします。

○議長（髙橋秀樹君） 答弁、金澤住民課

長。

○住民課長（金澤眞澄君） ７割軽減、５割

軽減、２割軽減があって、７割軽減の方が最

大８.５割軽減になるということです……、

少々お待ちください。

８.５割最大で幾らという資料は持ち合わ

せていません。申し訳ないです。

○議長（髙橋秀樹君） 住民課長。

○住民課長（金澤眞澄君） 未就学児に対し

て軽減した場合の額ということでよろしかっ

たですか。

未就学児２分の１軽減になってございます

けれども、全体で９２万９,８１０円でござ

います。（「人数」と呼ぶ者あり）

申し訳ないです。人数につきましては、６

７人でございます。

以上です。

○議長（髙橋秀樹君） ５番。

○５番（田利正文君） 分かりました。

事前に住民課に行って、こんな質問しよう

と思って考えているのだけれども、具体的な

数分かりますかねと話は聞いてはいたので

す。だから、今課長が答弁された中身は分か

ります。

それで、もう一つお聞きしたいのは、未就

学児から高校生まで、１８歳まで全部含めて

全額町で負担した場合にはどれぐらいの対象

人数がいて、どのぐらいの費用が必要なのか

と、これもすぐ分かりますか。分からなけれ

ばこれも後でいいです。これもさらっとは聞

いていますから、何となくこちらで分かって

いるのですけれども。

○議長（髙橋秀樹君） 答弁、金澤住民課

長。

○住民課長（金澤眞澄君） 田利議員の御質

問にお答えします。

小学生から高校生まで全額助成をした場合

ですけれども、対象人数につきましては１６

５名、負担額につきましては４４０万４,９

３０円を見込んでおります。

以上です。

○議長（髙橋秀樹君） ５番田利正文君。

○５番（田利正文君） 分かりました。

この２点について、以前に一般質問で聞い

たことあるのですね。町長の答弁は、当時

は、「一般会計からの繰入れは赤字補塡とみ

なされ、保険者努力の不足というマイナス評

価を受け、道からの交付金減収などの影響も

あり、町単独の均等割軽減の実施は困難で

す」という回答でした。

この質問するに当たって、ちょっと調べて

みたのですね。国保法第７７条、あるいは足

寄町の場合、国保税ですから地方税法第７１

７条になるのでしょうけれども、「被保険者

に被災、病気、事業の休廃止など特別な事情

がある場合に、市町村が条例を定めて国保税

を減免できる」と規定しています。条例減免

ですが、何を特別な事情とみなすかについて

は政令や省令の定めはなく、自治体首長の裁

量に委ねられています。条例減免による子供

の均等割減免は、子供がいること、そのもの

を特別事情というふうに扱うことで実行され

ているというふうになっているそうです。こ

れ全国でほかの自治体がやっているところで

すね、そういう例を調べたら、そういうふう

になっているそうです。

この間、国保の都道府県化ということで、

標準保険料率、それから国保運営方針、保険

者努力支援制度などの仕組みが発動される中

で、一般会計から国保会計、公費を独自繰入

れを行う自治体が確かに減ってきています。

が、国保の都道府県化以後も自治体の判断

で、一般会計から国保会計へ公費繰入れする

ことができるということは、医療保険改革法

の国会審議の中で明らかになっておりまし

た。２０１５年４月１７日の衆議院厚生労働



― 9 ―

委員会です。唐沢保険局長が、「一般会計か

らの繰入れをどうするかということにつきま

しては、それぞれの自治体で御判断いただ

く、これを制度によって禁止するというよう

なことは考えておりません」と答弁していま

す。そして、地方自治体が条例や予算で住民

福祉のための施策を行うことを国が禁止した

り廃止を強制することは、憲法第９２条が定

める地方自治の本旨や９４条の条例制定権を

犯すもので、政府であっても標準保険料率を

建前は参考値とせざるを得なかったのだと思

います。そして、厚労省も国会の答弁では、

自治体の判断と答弁せざるを得なかったとい

うふうに私は考えています。

条例減免を行うための公費投入は、政府厚

労省の国保財政の法定繰入れの区分というの

がありまして、その区分の中では、決算補塡

等目的以外の法定繰入れとして扱われるとい

うふうになっております。国保運営方針でい

う削減解消すべき赤字とみなされず、保険者

努力支援制度の減点の理由にもならないとい

うことが、この間調べてみて分かったことで

す。

昨年の７月２５日に厚生労働省の保険局国

民健康保険課長が出した未就学児の均等割保

険料（税）の軽減措置に係る考え方について

というＱ＆Ａの方式の事務連絡があったので

すね。その問いの４と５と６の答えが、条例

減免のための繰入れが赤字に区分されるとい

うふうに読めるような紛らわしい文言になっ

ているのです。これがあちこちの自治体で問

題になったそうであります。８月、国会議員

団が厚労省に問い合わせたそうです。国民健

康保険課の担当者は、繰入れの整理は従来と

同じですと、事務連絡で赤字としているのは

軽減７７条に基づかない独自減免のことで、

７７条に基づく条例減免のための繰入れを赤

字と扱うとは書いていないという答弁をして

います。そして、去年の１２月１４日付で、

法定外繰入れは削減すべき赤字には該当せ

ず、決算補塡等目的以外の一般繰入れとして

整理していますというのが正式に文書回答来

ているそうであります。

このことを明らかにした上で、改めて町長

に足寄町独自の子供の均等割の減免を検討し

ていただきたいと思います。そして、足寄町

がさらに子育てのしやすいまちと認識され

て、定住者が増えることにつながればと願っ

ているところであります。１問目はそれで終

わります。

２点目に入っていいですか。

答弁求めますか。

○議長（髙橋秀樹君） 町長、答弁。

○町長（渡辺俊一君） 今いろいろとお話あ

りましたけれども、解消すべき赤字にこのこ

とが入るかどうかといった部分であります。

いろいろと今お話ありましたけれども、国か

らのＱ＆Ａだとかそういったものが来てい

て、そういう形で、また北海道の道も入った

会議だと思うのですけれども、連携会議とい

う、そういう国保の関係の会議の中でもやは

りお話があるのが、解消すべき赤字に該当す

るというような御説明もあったということを

聞いています。なので、そういった部分も

あって、果たしてそれが解消すべき赤字なの

か、それとも法的に問題のない繰入れなのか

といった部分がちょっとはっきりしていない

のかなというように思っています。

そういったこともあって、やはり基本的に

は今の子育て支援ですとか、それから少子対

策だとかいった部分でいきましたら、やはり

国がきちんと国の責任としてそれぞれの自治

体に任せるのではなくて、きちんと医療をど

うしていくのかだとか、一律でやっぱりやっ

ていくべきことなのだろうというように思っ

ています。ですから、それぞれの自治体で競

争的に、あそこはここまでやった、あそこは

ここまでしかまだやれていないだとかという

ような、そういうことがありますけれども、

やはり基本的には国がやるべき仕事なのかな

というように思っているところであります。

いろいろと今御指摘のあったいろいろなお

話、解消すべき赤字なのかどうなのかといっ

た部分なども含めて、また少し調査をさせて
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いただきたいなというように思います。

以上でございます。

○議長（髙橋秀樹君） ５番田利正文君。

○５番（田利正文君） ぜひ調べてみていた

だきたいと思います。私もこれ質問するに当

たっていろいろ調べて、国会の話も全部調べ

た上で話をしておりますので、間違いではな

いと思っています。

町長が言われたように、国保の問題も子育

ての問題も含めて、本来は国がきちんとすべ

きなのですね。義務教育は無償だとなってい

るわけですから。だけれども、それをしたく

ないというか、しないできたのがずっとこれ

までの流れだと思うのですよ。だから、国保

が高いというのもそうです。定率で国が負担

していた分が削ったのもそうですよね。そん

な問題も含めて、今回の都道府県化も含めて

そうなのですけれども、結局はそういう文書

を出すのです。その文書を見たら、これ駄目

なんだなと思えるような文書になっているの

ですよ、本当に、見たら。だけれども、よく

よく調べて、これどうなのと、こうなってい

るよ、どうなのと担当者に聞くと、いや、そ

んなことは書いてませんという答弁をするわ

けでしょう。最終的な文書回答で、赤字には

当たりませんと、こう言うわけですよ。だか

ら、すごいずるいですよね、やり方として

は。そういうふうに言ってしまえば、あとは

もう地方自治体は大変だから、ぐっとやっぱ

り身構えて縮小してしまうわけですよね。そ

の方針に従ってなっていくというふうになっ

てきているのかなと、私自身は思っていま

す。そんなことで、１問目終わりたいと思い

ます。

２点目に入ります。

生理の貧困対策についてです。

コロナ禍で雇用状況が悪化する中、世帯の

収入が減少している家庭の児童・生徒や、ア

ルバイトができずに生活が困窮する生徒・学

生も増えています。また、非正規雇用が多い

女性の貧困が全国的に問題となっています。

こうした家庭状況の中、毎月の生活必需品

である生理用品を購入することができずに、

交換の回数を減らしたり、トイレットペー

パーを代用するなどの実態もあると聞いてい

ます。

社会的には、生理について話題にしにくい

雰囲気があります。とりわけ、声を上げにく

い児童・生徒が、安心して通学できるよう、

学校の女子トイレ個室に生理用品を配置する

ことを求めます。

また、養護教諭らに生理をはじめ心や体の

悩みを、いつでも相談できる環境をつくるこ

とが必要と考えますが、現状と今後の取組に

ついて伺います。

○議長（髙橋秀樹君） 答弁、東海林教育

長。

○教育委員会教育長（東海林弘哉君） 教育

委員会から、田利議員の「生理の貧困対策に

ついて」の一般質問についてお答えいたしま

す。

まず、学校における生理用品の配置状況で

すが、現在、全小中学校に公費で購入した生

理用品を保健室に備蓄し、希望者には無償で

配付しているほか、螺湾小学校では保健室に

加え、女子トイレにも配置しております。ま

た、女子トイレに保健室で生理用品を配付し

ている旨の掲示を行うなど、児童生徒が申し

出やすい環境づくりに配慮しています。

保健室で手渡しする理由として、生理の貧

困は、経済的困窮の問題と捉えており、養護

教諭等が生理用品を渡す際に、児童生徒との

会話や表情などから、体調や家庭の状況を把

握し、生徒指導に役立てることが重要と考え

ているためであります。また、必要に応じて

福祉等の支援につなげることも重要です。

学校の女子トイレ個室に生理用品を配置す

ることに関しては、衛生上の問題や他の人が

いたずらや無駄に使用する可能性など、管理

上の懸念もあります。

本町において、経済的な理由により生理用

品を購入することができないといった相談

は、現時点では耳にしておりませんが、生理

の貧困問題を抱えている世帯が潜在する可能
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性も否めないと考えております。

これらを踏まえ、各小中学校と協議を行っ

た上で、これまでの保健室における相談機能

を重視しつつ、まずは足寄中学校で試験的に

女子トイレに配置し、その状況等を分析し、

今後の対応を検討してまいります。

次に、養護教諭への生理を含めた心や身体

に関する相談体制については、保健だよりや

校内への案内等による周知のほか、保健体育

などの授業において、生理が起こる仕組みや

原因についての理解を深めるとともに、養護

教諭をはじめとする教職員に対し、気軽に相

談できる場を提供することが重要です。引き

続き、相談しやすい環境の整備に努めてまい

ります。

今後においても、全ての子供たちが安全

に、また安心して学校に通える環境を整えて

まいりますので、ご理解賜りますようお願い

申し上げ、田利議員の一般質問に対する答弁

とさせていただきます。

○議長（髙橋秀樹君） 再質問を許します。

５番田利正文君。

○５番（田利正文君） 答弁を聞いて、

ちょっと安心しました。

試験的に中学校に配置するということです

ので、今の教育長の答弁聞いていて、ふと

思ったのですね。何新聞でしたか、芽室の議

会でも何年か前にこれと同じような質問が

あって、質問した方がまた、私と同じ男性が

質問したのですけれども、教育長が今と同じ

ような答弁されたのですよ、新聞見ると。芽

室の今の中で、経済的理由で顕在化はしてい

ないというように認識していると。だけれど

も、そういうことがあるかもしれないので、

小中校と協議の上、小中学校全部に女子トイ

レに配置するという答弁をその場でしたので

すね。えっと思ったのですけれども、そうい

う話がありましたので、それが同じだなと

思っていまして、そういうふうに判断してく

れるのはありがたいなと思います。

最初、その新聞報道を見たときに何を思っ

たかというと、この教育長さん、現場上がり

の教育長さんだなと思ったのですよ。なぜか

というと、子供の気分、気持ちというか、状

況というのか、分かっている方だなと思った

のです、勝手にですよ。正しいかどうか分か

りません。そんなことがあります。

それで、足寄の場合ですけれども、女子中

学生の方にお話を、私が直接聞いたわけでは

ないですけれども、保護者を通して聞くこと

ができました。なぜ保健室では駄目なのかと

いう話、行くタイミングが難しいというので

すよ。何のタイミングかといったら、養護教

諭の先生がいない場合がある、それから男子

生徒がいる場合があるというのですね。それ

で、しかも生理は待ってくれませんから、突

然来ると。そのときに、行きたいのだけれど

も、手元に持ってなかったので、保健室に行

きたいと思ったけれども、たまたま男子生徒

がいるということが分かったと。あるいは知

らないで入ったら、カーテンしてあるから男

子生徒が寝ているのに、先生からもらったら

ばれてしまったとかということがあるという

ことがあって、そういう意味で、タイミング

が悪く行けないというのですね。それが足寄

の中学２年生のお子さんからの意見でした。

そんな意見も踏まえて、ぜひ試験的にやられ

るということはいいことだと思います。

それで、ちょこっとだけ紹介したいのは、

道教委がやったアンケートがあるのですね。

道教委の今年４月からだったでしょうか、全

道の高校に女子トイレに全部配置したのです

けれども、その前にアンケートを取っている

のですね。すみません、どこやったか手元に

見当たらない。

逆に帯広市の教育委員会のアンケート、こ

れも紹介しておきます。大空中学校と西陵中

学校の２校で試験的に実施したと。２６０人

中１０８人が回答してくれたそうです。利用

したという方は４６人、今後も利用したいが

４６人、生理用品が手元になくて困ったこと

はあるかという方は７０人、手元にない場合

どのように対応していたか、友達に借りる・

もらうが８３人、学校で入手できることはよ
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いと思うか、そう思うが１００人、学校のど

こで入手できるとよいか、トイレが９８人、

保健室が１人、学校のトイレに置かれている

ことにより不安が小さくなると感じるか、そ

う思うが１０３人ですね。こういうアンケー

トがたまたま帯広市教育委員会がやったやつ

ですけれども、道教委のやつも同じような中

身でした。

設置場所については、トイレの設置を望む

声が圧倒的に多いことが、道教育委員会や帯

広市などのアンケート結果でも同じような状

況だったというふうになっています。

それで、ぜひ今中学校に置くとなりました

ので、その結果を踏まえて、小学校にも、そ

れからできれば町民センターにも配置できる

ことが必要でないのかと思っていますけれど

も、そういう方向で検討していただけるで

しょうか。

○議長（髙橋秀樹君） 教育長、答弁。

○教育委員会教育長（東海林弘哉君） 田利

議員と私たちの願いは基本的に一致している

のでないかなと思っています。

ただ、困っている、今議員からもありまし

たけれども、困っている児童生徒に確実に届

ける、これが一番大事なことかなというふう

に考えています。そして、心理的安全性、今

大分事例がありましたけれども、そういうこ

とも確保していくということが大切だと思い

ます。

道立校の話出ていましたが、昨年１年間試

験的に実施してアンケートを取っています。

そのデータでは、今帯広市のデータありまし

たが、大体利用者は４０％ぐらいです、４０

％弱。そして、利用した生徒、急に必要と

なったのが７１.９％、持ってくるのを忘れ

た、４０.９％、手持ちが足りなくなった、

２６.９％、そして実際に経済的理由で利用

したというのは２.９％なのですね。実際に

はもう少し多いのではないかと私思っている

のですけれども、その生徒にきちんと届けら

れる体制整備が必要だなというふうに感じて

います。小中学生は、高校生と比べて社会性

だとか道徳性がやっぱりまだしっかり身につ

いていません。そのための指導がまず必要だ

ということです。どうしても中にいたずらす

る生徒がいないとも限りません。その生徒が

いるために、本当に使いたいときにそれが使

えないというようなことが起きないように、

事前にきちんと指導をする必要があるという

ことです。そういうことを踏まえて、まず試

験的に中学校でやってみて、その結果につい

て、どういう対応が必要なのかということも

含めて、検討してまいりたいなと思っていま

す。どうぞ御理解よろしくお願いいたしま

す。

以上でございます。

○議長（髙橋秀樹君） ５番。

○５番（田利正文君） 今、町民センターの

回答がありませんでしたけれども、その結果

待ちということですね、それは。

○議長（髙橋秀樹君） 教育長、答弁。

○教育委員会教育長（東海林弘哉君） 町民

センターについては、ちょっと学校とはまた

使っている、使用する範囲も違いますし、そ

こについては今のところ考えてはいませんけ

れども、必要に応じてそこについて、今後検

討することがあるかもしれません。

以上です。

○議長（髙橋秀樹君） ５番田利正文君。

○５番（田利正文君） 今、教育長が必要と

している生徒に、子供さんに確実に届くよう

にという話がありましたけれども、それは

やっぱりきちんとそこにあることだと僕は思

うのですね。全国でお母さん方、婦人団体の

方が公衆トイレにトイレットペーパーがどこ

にでもあるように、女子トイレの個室には必

ず生理用品を置くというふうにすべきだとい

う運動でずっと始まってきているのですね。

その発想からいくと、あることが確実に届く

ことであって、それからいたずらするという

こともありましたけれども、トイレットペー

パーも時と場合によっては、まとめて、ある

やつだけではなくて棚に積んでいるトイレッ

トペーパーまで持っていく人が出たことがあ
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りましたよね。それはまた一部でしょうけれ

ども、そんなこともあると思うのです。だか

らといって、配置しないわけにいかないのだ

と。だから、公園のトイレなどでは、トイ

レットペーパーをなくしたりというところも

ありますけれども、そういったものではない

かというふうに思っています。それで確実に

届くという方向で、ぜひやっていただきたい

なというふうに思います。そういう意味で、

女子トイレに行けば必ず生理用品があるとい

うのが当たり前というふうにすべきだという

ふうに思っていますので、よろしくお願いし

たいと思います。

最後に１点だけ、防災備品の中には生理用

品は入っているのだったでしょうか。

○議長（髙橋秀樹君） 総務課長、答弁。

○総務課長（松野 孝君） 防災備蓄品の中

に、生理用品はございます。

以上でございます。

○議長（髙橋秀樹君） ５番田利正文君。

○５番（田利正文君） 分かりました。

ぜひそういうことでよろしくお願いしたい

と思います。

以上で終わります。ありがとうございまし

た。

○議長（髙橋秀樹君） これにて、５番田利

正文君の一般質問を終わります。

ここで休憩のため、１１時２５分まで休憩

いたします。

午前１１時０９分 休憩

午前１１時２５分 再開

○議長（髙橋秀樹君） 休憩を閉じ、会議を

再開いたします。

次に、４番矢野利惠子君の一般質問から再

開いたします。

４番矢野利惠子君。

（４番矢野利惠子君 登壇）

○４番（矢野利惠子君） 通告に従いまし

て、一般質問を行います。

足寄の人口を増やすことについて。

４年前には約６,８００人いた足寄の人口

は、現在６,２００人台になっています。人

口が減ると成り立たない仕事もあり、仕事が

なければ人は減ります。人口を増やすため

に、次のことをしてはどうかお聞きします。

１、農畜産廃棄物や水力、地熱、木材等を

利用した地産地消の町民が無料で使える電力

を興し、再生可能エネルギー発電の町を目指

す。

２、ユーチューバーや新規事業を起こす人

に補助金を出して、足寄で生活できるように

援助し人口を増やす。

３、廃業する町内事業を続けるため、後継

者探しや資金の支援をする。

４、町内医療施設に、造影剤を注射せず被

曝もしない、がん発見の最先端機械ドゥイブ

スを導入し、早期発見で私たち町民の命を守

る。

５、子や孫を足寄に呼び戻すために、足寄

町の仕事を優先的に用意すると同時に、公設

結婚相談所をつくり、積極的に家族数増を推

進していく。

以上、よろしくお願いします。

○議長（髙橋秀樹君） 答弁、渡辺町長。

○町長（渡辺俊一君） 矢野議員の「足寄の

人口を増やすことについて」の一般質問にお

答えします。

１点目の「地産地消の町民が無料で使える

電力を興し、再生可能エネルギー発電の町を

目指す」についてですが、現時点において再

生可能エネルギー発電設備を建設することは

考えておりませんし、建設された場合でも多

額の建設費やコストを要するため、無料とは

ならないものと考えております。

２点目の「新規事業を起こす人への補助

金」についてですが、新規事業を起こす方に

ついては、とかち創業支援ネットワーク会議

において、創業希望者や創業者に対する支援

を行っております。また、本定例会に補正

予算を提案させていただいておりますが、足

寄町創業及び持続化支援金として、町内で創

業した事業者に対し上限５０万円、さらに創

業から２年経過し事業を継続する意思がある

ことを条件に上限５０万円の支援金を交付す
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ることとしており、ユーチューバーも個人

事業主として該当することが考えられます。

３点目の「廃業する町内事業を続けるため

の後継者探しや資金の支援」についてです

が、小規模事業者等の円滑な事業承継を支援

することを目的として「事業承継サポート

ネットワーク」が構築されています。この

ネットワークには十勝地区で市町村や商工団

体、金融機関等３２機関が参画しており、専

任コーディネーターも設置されておりますの

で、事業承継の問合せがあった場合には、商

工会とも連携の上、専門家の派遣や国の事業

承継に係る補助制度などの支援を行ってまい

ります。

４点目の「がん発見の最先端機械ドゥイブ

スの導入」についてのご質問ですが、ドゥイ

ブスは「背景抑制広範囲拡散強調画像」と呼

ばれるＭＲＩを用いて全身のがんを診断する

検査方法で、２００４年に日本人医師によっ

て開発されたものと承知しております。この

検査は、高性能ＭＲＩによる新しいがん検査

法であることから、機器の導入費用も非常に

高額なものとなっております。

ドゥイブスは、被曝の心配がなく、有効な

がん検査法の一つであると認識しております

が、がんの部位や大きさによっては他の検査

方法が優位の場合もあるとお聞きしているこ

とや、費用の面からも導入は考えておりませ

ん。

国保病院においては、令和元年度に全身用

エックス線ＣＴ診断装置を更新させていただ

きました。本機は、８０列マルチスライスの

高分解能かつ低被曝仕様となっており、以前

のものと比較して性能が大きく向上しており

ます。

このＣＴ検査のほか、レントゲンや内視鏡

検査、血液検査等を組み合わせることで、が

んの早期発見・早期治療につなげていくとと

もに、必要な場合は高度医療機関に御紹介を

させていただくなど、現状の体制においてで

きる限りの対応を進めてまいります。

なお、町内他医療機関においても、ドゥイ

ブスを導入する考えはないことを確認してお

ります。

５点目の「子や孫を足寄に呼び戻すために

足寄町の仕事を優先的に用意すると同時に、

公設結婚相談所をつくり、積極的に家族数増

を推進すべき」についてですが、ＮＰＯ法人

ふるさと回帰支援センターによれば、移住希

望者が移住先を選択するに当たっては、就労

の場があることが最優先の条件に挙げられて

います。

しかし、足寄町に呼び戻すため、仕事を用

意できたとしても、雇用する側が求める人材

でなければ就業に結びつくことは困難です

し、また、優先的に仕事を用意することにつ

いても雇用の機会は移住者に限らず均等であ

るべきと考えます。

次に、公設結婚相談所についてですが、現

在、道内において公設による結婚相談所はな

いものと認識しております。

数年来続いたコロナ禍においては、出会い

の場が減少するなどの課題はありましたが、

近年、結婚に対する考え方は多様化してお

り、機会の創出が直ちに結婚につながるもの

とはいえない状況にあります。しかし、人口

減少対策の取組として、民間が行う結婚サ

ポート事業について、年内をめどに町や関係

団体等と地元企業が連携協定を締結すべく準

備を進めているほか、農業委員会では、農業

後継者パートナー対策事業により、婚活イベ

ント等の取組を行っていることから、結婚相

談所を開設する考えはありませんので、御理

解を賜りますようお願いを申し上げ、矢野議

員の一般質問に対する答弁とさせていただき

ます。

○議長（髙橋秀樹君） 再質問を許します。

４番矢野利惠子君。

○４番（矢野利惠子君） 再生可能エネル

ギー発電の町を目指す考えはない、もし再生

可能エネルギーのものをつくったとしてもコ

ストが高いので無料とはならないものと考え

ている、これではちょっとやはり足寄町とし

て独自のことをやらなければ人口は増えない
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と思う。例えば、十勝管内で人口を増やした

まちとして大樹町がある。大樹町どんなこと

をしているかというと、宇宙のまちというこ

とで、どこのまちでもやってないことをして

いる。だから人口を増やすためには、同じこ

とをやっていては駄目。当たり前のことをし

ていては、人口は増えない。ほかのまちでは

やっていないことをやっていかなればならな

いと思います。

これについて、やる気はないと言われたら

それまでなのですけれども、それでは足寄町

独自として、人口を増やすために一体どんな

ことを考えているのかお聞きしたいと思いま

す。

○議長（髙橋秀樹君） 渡辺町長、答弁。

○町長（渡辺俊一君） 今回の１点目の地産

地消のエネルギーをつくって、そしてそれを

町民に無料でという、ここの部分でいけば、

先ほども申し上げましたように、非常に電力

を起こすということ自体もかなりのコストが

かかるということでありまして、それを起こ

して無料で町民の皆さんに使っていただく、

これはやはりかなり難しい話であるというよ

うに思っています。まずは何を使って、再生

可能エネルギーをつくるのかといった部分も

含めて、それからいわゆるそれぞれの家に電

気をつながなければなりませんけれども、そ

この部分についてもかなりのコストがかかり

ますし、そういうことで考えていくと、それ

を町がやって、町がその電力を起こして、町

がいってみれば電力会社と同じようなことを

して、皆さんに無料で電気を使っていただく

というのは、これはちょっとやはり難しい、

困難な話だというように思っております。

先ほど言われましたように、今足寄町だけ

ではなくて、いろいろなまちでやはり人口減

少というのが言われています。ただそうは

いっても、先ほど言われたように、大樹だと

か、それから場所によっては少し人口が増え

てきているよというまちもあるわけです。そ

こはそれぞれのまちで今まで長年続けてやっ

てきた、そういった事業が少しずつ成果が

実ってきてというような形になっているのか

なというように思っています。

そういうことでいくと、足寄町も、では何

かこれほかでやってないからこれやれば、で

は人口増えるかというと、そうではないとい

うように思っています。人口の増えるような

取組というのは当然何やかにや、いろいろな

取組というのはありますけれども、そういっ

たことをやっていかなければなりませんけれ

ども、奇を狙って、ほかでやってないことを

やれば、では人口は増えるかというと、決し

てそうではないというように思います。それ

はやっぱり人口が増えるようなことをしなけ

ればならないということなのだろうというよ

うに思っています。足寄町もこれまでに総合

戦略ですとか、人口減少対策でいろいろな取

組をしてきています。子育て支援もその一つ

だというように思っていますけれども、そう

いった中で少しずつ人口が減少はしてきてい

ますけれども、その減少を少しでも抑えるこ

とができればといったところが大きなところ

になってくるのかなというように思います。

というのは、日本全体として人口がどんどん

減ってきているという、この実態は間違いな

い話でありまして、その中で足寄町だけが人

口がどんどん増えるということにはなかなか

なっていかないというのが実態かなというよ

うに思っています。だから、そういう今大樹

町などの話もありましたけれども、そういっ

た取組が少しでも何か足寄町として、こうい

う取組がというのがやっぱりなければならな

いのかなというようには思っています。た

だ、現状として、ではこれをやったらすぐ人

口が増えますよとかということはなかなか言

えない部分なのかなと思っています。

これまでにもやってきてますけれども、子

育て支援ですとか、そういった取組もしてき

てますし、それからやはり足寄町の基幹産業

は農業、林業でありますから、農業、林業を

取り巻く、そういった部分の仕事を増やして

いくというようなことが大事なのかなという

ように思っています。全然足寄町に何の関係
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もないような仕事をやりましょうといっても

なかなかこれ難しい。それで人口を増やそう

といってもなかなか難しいだろうなというこ

とを考えていきますと、やはり農業ですとか

林業ですとか、そういう足寄町である産業に

絡めた、そういった事業を進めていかなけれ

ばならないのかなというように思っていま

す。とりわけ、農業なども新規就農者という

のは確かに少ないですけれども、一遍に人が

ぐんと増えたとかというわけではありません

けれども、新規就農者も入ってきている。現

状でも、これから新規就農で入ってこられる

方たちがいるというようなこと。それから、

林業関係についても、林業の就業される方た

ちが少しずつ若い方たちが増えてきていると

いうようなことなども、全体として、では人

口がどんどん増えていきますよということに

はすぐにつながっていくということではない

ですけれども、少しずつでも人口の減少を抑

えるという取組が本町としては取り組んでい

かければならない課題かなというように思っ

ているところであります。

あと、まちの中の活性化だとかそういった

ものですとか、それから観光なども含めて、

いろいろな取組をこれから進めていかなけれ

ばならない、少しでも人口減少を抑えること

ができるような取組をしていかなければなら

ないというように考えております。

以上でございます。

○議長（髙橋秀樹君） ４番矢野利惠子君。

○４番（矢野利惠子君） 再生可能エネル

ギーについては、三菱マテリアル、社有林で

風力発電、こんなふうに変わったことをして

いる企業もある。他企業も追随の可能性。足

寄町は本当に林というか、町有林もたくさん

ある。その中で、風力発電もできるだろう

し、ほかの企業でやろうとしていること。そ

して、太陽光発電にしても、たしか中国製の

ものはすごい一桁違うぐらい安くパネルが手

に入る。そういうことを考えたら、高額でと

ても手が出ないというものではないと思う。

ほかできちんとやっているのだから。実際私

も太陽光発電をやっていますけれども、これ

は２０年契約で１０年で元を取れます。その

１０年の中には廃棄費用も含めて、それで１

０年で元を取るやつで、あとの１０年はもう

利益ということになるのですよね。だから、

足寄町も実際にそれをやれば、本当に無料で

みんなに電気を使ってもらうことはできた。

そういう研究が足りないのではないかと思う

のですよね。

例えば、去年の１０月に作成した足寄町再

生可能エネルギー導入計画、これをちょっと

見たのですけれども、この１１ページで、人

口がどんどん減っていくということをもう予

想していて、２０３０年には５,１３９人に

なると。今６,０００人台いるのに、こんな

ふうに予想されていて、これらの地域課題の

解決を達成する仕組みを構築することが求め

られているというふうになっている。だから

その地域課題を構築するために、一体足寄町

としてどんなことを考えているのか、それを

お聞きしたいと思います。ただ、ほかの町村

と同じことをやっていては、人口がどんどん

減るだけだ。だから大樹町のように宇宙産業

とか、誰もがやっていないことをやらなけれ

ばならない。それで、足寄町として独自にど

んなことを考えているのかなということをお

聞きしたかったのですよね。この１１ページ

でも、これらの地域課題の解決を達成する仕

組みを構築することが求められている。だか

らこの仕組みを構築するために一体どのよう

なことをしていただけるのかをお聞きしま

す。

○議長（髙橋秀樹君） 答弁、渡辺町長。

○町長（渡辺俊一君） 風力発電などの話も

ありましたけれども、風力発電については以

前足寄町でも実験、風力の概況調査というの

ですかね、風力どのぐらい平均してあるのか

というような取組も以前にはしております。

これは足寄町の場合、本当に山の中、いって

みれば中山間地域ですので、山の中なのです

けれども、こういう山の中でというのは本当

に高いところで、風が非常に強い、そういっ
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たところでないとなかなか難しい状況になっ

ています。やっぱり山に囲まれている中で

は、風がどうしても弱くなるだとかというこ

とがあって、やっぱり高いところ、そういっ

たところで実験をしているわけですけれど

も、その中では残念ながら、その当時、一般

的に風速６メートル以上ぐらいがないとなか

なか採算が取れないというか、電気が起こせ

ないというようなお話だったとたしか思うの

ですけれども、そういったことでいくと、山

の中でなかなかやっても、それもなるべく風

の強いところを選んで実験をしたわけですけ

れども、そういう形で、風力発電もやっぱり

なかなか難しいだろうということで、その当

時結論は出たところであります。

そういうことで、いろいろな取組というの

はこれまでも足寄町でも、再生可能エネル

ギーをどう足寄町でやれるのかといった取組

は今までもいろいろしていますけれども、な

かなか足寄町の中でこれが一番可能性のある

といった取組というのがなかなか、これだと

いうものがなかなかないというのは実態なの

かなというように思っています。

これから、実際に事業としてどういう形で

取り組むことが必要なのかというのは、これ

からまた今年度また計画をしながら進めてい

くところでありますけれども、実際に具体的

にどんなことができるのか、そういったもの

はいろいろな方たちの御意見などを聞きなが

ら、そういったところを参考にしながらやっ

ていければなというように思っているところ

であります。

人口の話でいけば、やはり先ほども言いま

したように、足寄町としてやっぱり人口を増

やしていかなければならないといった部分で

いけば、やっぱり農業だとか林業だとか、そ

ういったところの人たちが、そこで働ける人

たちだとか、そういった人たちが求められて

くるのかなというのがまた一つかなというふ

うに思っていますので、今後も新規就農です

とか、それから林業関係でも新たに林業に従

事していただけるような方だとか、そういっ

た方たちを取り組んで、足寄町に入ってきて

いただくというような取組ですとかというの

は必要になってくるのかなというように思っ

ています。

それと、人口については、先ほども言いま

したように、この後、もう既に産まれてくる

子供たちの数を考えていくと、将来的に向

かって、日本全体としては人口は減っていく

という方向に向かっているということで、国

の機関である、社人研という国の機関がある

のですけれども、そこでこの後の人口の推移

ですとか、そういったものを見ていくと、や

はり日本全体として人口は減っていくとい

う、そういうことになっています。それは足

寄町においても、では足寄町だけが増えてい

くかというと決してそういうことにはならな

いだろうというところで、総合戦略ですと

か、そういうのをつくっているわけですけれ

ども、そういった中では人口は減少していき

ますよという数字が出てはいるということで

あります。あとは、その人口の減少をいかに

抑えていくのか、そういったものはやっぱり

これからの足寄町の取組の中で、人口減少を

いかに抑えていくかといったところを取り組

んでいかなければならないというところで

す。さらに、矢野議員さんが言われるよう

に、人口が増えていくような、そういった取

組が今後足寄町の中でできれば、さらによい

結果に、減少を少しでも抑え、そしてもしく

は人口が増えるだとかいうようなことになれ

ば、それはさらにいい話なのかなというよう

に思っているところであります。

以上でございます。

○議長（髙橋秀樹君） ４番矢野利惠子君。

○４番（矢野利惠子君） 取りあえず分かり

ました。ほかのまちにはない足寄町独自の変

わったことを、宇宙産業のような変わったこ

とをする気は今のところないということが伝

わってきましたので、では次、２番目。

ユーチューバーや新規事業を起こす人に補

助金を出して、このことですが、新規事業者

に上限５０万円の創業支援金、それから２年
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経過して事業を継続する意思がある人に上限

５０万円、これでは全然話にならないですよ

ね、生活できませんもの。例えばユーチュー

ブやるにしても、フォロワーが何人もいない

と生活できるまでにいかない。私もＨＩＫＡ

ＫＩＮ（ヒカキン）さんとか、はじめしゃ

ちょーとか、きまぐれクックさんとか、そう

いうのをユーチューブ見ているのですけれど

も、そういう人たちはすごい億のお金を稼い

でいる。でもそこまでいかなくても最低限の

ことをやってもらって、最低限の生活を安定

できるような生活を支援して、その人たちが

成功して独立して支援金を受けなくても、こ

こで生活できるような、例えば足寄町の景色

を紹介していったり、特産物を紹介していっ

たり、人を紹介していったりだとか、そうい

うようなユーチューブの番組をつくることも

考えられる。だから、そういう人たちに何か

期限を決めて、例えば２年、３年なり、生活

できるだけの支援金を渡す。そして３年ぐら

いの猶予期間を与えて、それで成功できるま

で支援していくという、そういう考えはない

ですか。

○議長（髙橋秀樹君） 答弁、渡辺町長。

○町長（渡辺俊一君） そういう支援の部分

でいきますと、やはり創業する、事業を起こ

すために必要な事業費といいますか、いろい

ろと備品ですとか、それから設備ですとか、

そういうものが必要になってくると思うので

すけれども、そういったものに対する支援と

いうことであります。その中で、生活費だと

か、その方が生活をしていくための費用とい

うものは町として補助金として考えてはおり

ません。ですので、今回５０万円、５０万円

ということで、最初に５０万円と、２年経過

した中でまださらに継続していきますよと

いった部分の５０万円というのは、基本的に

はそういう設備ですとか、さらに事業を進め

ていくために必要なものを導入するための費

用ということで考えておりますので、生活費

だとかそういったところまでは、そこまでを

町が支援をしながら、例えばユーチューバー

の方だとか、そういった方たちを支援してい

こうだとかという考え方はございません。

この中身については、商工会さんなどとも

相談しながら、こういう中身でやっていきま

しょうということでお話をして、決めてきて

いる中身でございます。

以上でございます。

○議長（髙橋秀樹君） ４番。

○４番（矢野利惠子君） やる気はないとい

うのだから、これ以上言ってもどうしようも

ないので、では次。

廃業する町内事業を続けるための後継者に

ついては、問合せがあった場合に専任コー

ディネーターさんが対応するということです

が、問合せがなかったら、ではそのままで終

わりですか。私もいろいろな業者さん頼んで

いるのですけれども、そこには今のところ後

継者さんがいないようなところが多い。板金

屋さんにしろ左官屋さんにしろ。そういう人

たちいなくなったらどうしようかなと、町外

の業者に頼まなければいけないのかと思っ

て、本別の業者に板金やってもらったうちが

あると。それは普通の一軒家なのですけれど

も、特に大きいわけでもなく特に小さいわけ

でもない普通の一軒家で、何と板金８０万円

もかかったと、８０万円とちょっと。本当に

高額だなと。私は昔６年ぐらい前に屋根ふい

てもらったときは２５万円でやってもらっ

た、町内の業者さんですけれども。ですか

ら、後継者いなくて困っていますという事業

承継の問合せがあった場合に対応するのでは

なくて、本当なくては困る事業ですから、そ

こにもう積極的に町のほうから働きかけて、

事業者を育成していく、こういうことはでき

ないものかをお聞きします。

○議長（髙橋秀樹君） 渡辺町長、答弁。

○町長（渡辺俊一君） 基本的にはやはりそ

れぞれ個人個人で事業をやられているという

ことになりますので、その方たちがいつ後継

者がいなくて、いつその事業をやめるかだと

かというのは、それぞれ個人の判断になりま

すので、それをやめるのですかやめないので
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すかとかというような話というのは、なかな

かこれはそれぞれの一軒一軒に話しするのは

難しい話だなというようには思っています。

ただ、今言われたように、足寄町の中でい

ろいろな事業者がいらっしゃって、その方た

ちが今いらっしゃるから、まちの人たちもそ

ういういろいろなサービスを受けられたりだ

とか物が買えたりだとかということができて

いるわけでありまして、そこがだんだんなく

なっていくということになりますと、足寄町

の町民の皆さんが生活だんだんしづらくなっ

ていくということになるのかなというように

思っています。それで、このあたりは商工会

などともやっぱり事業承継というのは非常に

これからの大きな課題ですよねということで

話をしておりまして、商工会さんだとかも一

緒に考えながら進めていかなければならな

い、そういう課題なのかなというように思っ

ています。

いろいろな会議の中で、事業の承継、必要

な事業を続けていってもらわなければならな

いよねという話だとか、ではそこをもしもや

めたときにその後どうなっていくのかだとか

といった部分については、いろいろな形で商

工会さんなどとも相談しながら進めさせてい

ただきたいなと思っております。

以上でございます。

○議長（髙橋秀樹君） 現在、４番矢野利惠

子君の一般質問の途中ですが、午後１時まで

昼食のため休憩といたします。

午前１１時５７分 休憩

午後 １時００分 再開

○議長（髙橋秀樹君） 休憩を閉じ、会議を

再開いたします。

４番矢野利惠子君の一般質問の再質問から

行います。

４番。

○４番（矢野利惠子君） 事業所系の問合せ

があった場合にだけ対応するということなの

で、仕方がないな、そういうふうにしかして

いかないというのだから、もうこれ以上何を

言っても無駄だなということから、では４点

目のがん発見の最先端機械のドゥイブス、こ

れ私がテレビで見たときには全国でも２０台

しかないという機械だったと。これの最もよ

い点は被曝ではなくて注射しなくていい。造

影剤を注射することによって、やはり具合の

悪くなった人がいるということを聞いていま

すし、１００万人に１人は亡くなるというこ

とが書いてあった。だから、造影剤を注射し

なくていいというのは最大のメリットなの

で、幾ら値段が高かったとしても足寄町とし

てこれを取り入れていくべきではないか。そ

うすれば、他の町村からも、そんないい機械

があるなら自分もやりたいということで、足

寄の病院に来ることもある。やはり機械を更

新するときには、もっといい機械ができてい

るかもしれないけれども、造影剤を注射しな

くていいというところに目をつけて、今後機

械を更新する場合にはぜひ考えていっていた

だきたいと思います。

町長として、今ある８０列マルチスライス

の高分解能かつ低被曝という、これもさるこ

とながら、それよりも本当注射打たなくてい

いという、私注射嫌いですから、数々のワク

チンも受けてないようなことで、それを考え

て注射嫌いな人のため、そして注射打ったら

具合悪くなる人のために、この機械の導入

を、機械の更新時に向けて考えていただけた

らいいなと思いますけれども、町長としての

考えを伺います。

○議長（髙橋秀樹君） 答弁、渡辺町長。

○町長（渡辺俊一君） 今あるＣＴ診断装置

ですか、これの更新のときにというお話です

けれども、当然今令和元年に導入したばかり

ですので、これからまだまだ長いこと使って

いって、実際何年かたつと更新の時期という

のはやっぱり来るのだろうというふうに思い

ますけれども、その時点でどんな機械が、

もっと高性能なものがいっぱい出てきたりだ

とかとするのはあるのかなというように思い

ます。そんなときに、ではどういうものをこ

の後導入したらいいのかというのは、検討の

余地はあるのかなというように思いますけれ
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ども、現状でいけばドゥイブスという検査方

法、この部分でいくと、これも聞いている話

では、完全ではないということで、もっとい

ろいろな方法なども含めてやっていったとき

に、その検査の中で発見できるものもあると

いうようなことでありますから、必ずしもこ

のドゥイブスという、そういうＭＲＩの機械

を入れなければならないのかというと、今言

われる被曝しないだとかという、そういうの

もありますけれども、当然やっぱりトータル

で考えていったときに、足寄町でどういうも

のが本当に必要なのかというようなところは

検討しながら、次の機械を導入するというこ

とになるのかなというように思っています。

ですから、必ずしもこの機械をというよう

なことでもありませんし、今後いろいろな技

術の進歩だとか、そういったものでもっとが

んの発見がもっといろいろな方法が出てくる

というようなことも考えられますので、そう

いったものも含めて検討しながら次の機械の

更新という、まだ大分先だとは思うのですけ

れども、そういうところで考えなければなら

ないことだろうというように思っています。

以上でございます。

○議長（髙橋秀樹君） ４番矢野利惠子君。

○４番（矢野利惠子君） 分かりました。ぜ

ひ注射しなくてもいいような機械を導入を考

えていっていただきたいと思います。

次に、５点目。

新規に足寄に来る人を募集してもなかなか

来てもらえないことが多い。でも、子供とか

孫とか、親がここにいる、おじいちゃん、お

ばあちゃんがここにいるとなれば、それを

きっかけにここに来てくれる人、つまり足寄

町に住んでくれるという確率が高くなる。だ

からそんな人を呼び込むためには、町のいろ

いろな仕事があるのだから考えて、その人そ

の人に合ったような仕事を、この人はこれが

いいのではないかなというふうに見つけてい

くことは不可能ではないと考えます。それを

やってほしいなと。

そして、道内において公設による結婚相談

所はないものと認識しておりますということ

ですが、あらっと……、これは２０２３年２

月１４日火曜日の北海道新聞の第３面なので

すけれども、公設結婚相談所、旭川にあるの

ですよね。国内では最古。同相談所は１９４

１年、昭和１６年の開設で、現存する公設の

結婚相談所では国内で最も古いと見られる。

これまでの成婚数は約３,０００組。きちん

とあるのですよね。新聞が間違ったことを書

いているのだろうかと思って、旭川の市役所

に今ちょっと確認してみました。そうした

ら、旭川の市役所の市民生活部、そこの外部

組織としてあるのですって。ボランティアが

中心に、旭川市の支援を受けたボランティア

がやっている、年３回パーティーをやったり

だとか、そういうことをしているという。そ

ういう先進地を見て、足寄町も研究したらい

いのではないか。道内において公設による結

婚相談所はないものと認識しておりますで終

わるのではなくて、そういう先進地があるこ

とだから、そういうところを研究して足寄町

でもやったらいいのではないかと思いますけ

れども、それについてお聞きします。

○議長（髙橋秀樹君） 答弁、渡辺町長。

○町長（渡辺俊一君） 現状でいきますと、

最近の状況でいきますと、どちらかという

と、外に子供さんがいて、お父さん、お母さ

んが足寄にいらっしゃる。なかなか外部とい

うか、市部だとか、どこかちょっと遠くに子

供さんたちがいると、親をどちらかといえば

呼んで、自分の子供さんの近くに呼んで、そ

こで住んでいただくだとか、多分同居という

のもあるのかもしれませんけれども、そうい

うことがやっぱり最近でいくと多いのかなと

いうように思っています。いろいろと、みん

ながみんなそうではないのですけれども、や

はりお父さん、お母さんがいて、年齢が高く

なってきたよ、子供さんたちも都市部にい

て、年齢が高くなってきたよ、何かあったと

きに、子供さんたちが親のところに来たいの

だけれども、なかなか子供さんたちも年も

取ってきているので、なかなか来るのも大変
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だよだとかというようなことがあって、どち

らかというと、お父さん、お母さんたちを子

供さんたちの近くに呼び寄せるということが

最近は多いのかなというように思っていま

す。

それで、それはそれで話としては別な話で

すけれども、そういうこともあったりします

けれども、足寄町で、それでは仕事が全くな

いのかというと、決してそうではなくて、足

寄町でもハローワークだとか、そういったと

ころに申し込んで仕事があって、それで職員

を探してますよという、そういうことで登録

している方たちもたくさんいて、決して足寄

に仕事がないということではないのですけれ

ども、たまたまやっぱり例えばほかのまちか

ら足寄町に来て仕事を探しているだとかとい

う人たちとそういう仕事が、探している人た

ちとのマッチングといいますか、そういうの

がなかなかやっぱりうまくマッチングしない

ということが多いのかなというように思って

います。例えば、足寄町に来たいと思ってい

るけれども、仕事探したけれども、いろいろ

仕事あったけれども、自分の思ったような仕

事ではなかっただとかというのもあるのかな

というように思いますし、こちらの足寄のほ

うの事業者の方たちが来ていただいたけれど

も、なかなかこの方の考えていることとなか

なか足寄では一致しないなだとか、そういっ

たこともあるのかなと思っていますので、な

かなか仕事のマッチングというのをきちんと

できるかどうかといったところが、やはり足

寄に移住してきていただく、そういったとこ

ろでは大変になってくるのかなというように

思っています。そういうことで、仕事のあっ

せんだとかそういったものもびびっどコラボ

レーションですとか、そういったところです

とか、それから、足寄に来られていろいろと

お話を聞いた中で、こんな仕事ありますよだ

とかというのも相談には乗ることはできるの

かなというふうに思っています。ですから、

そういった中で仕事がうまくマッチングでき

れば一番いいのかなというように思うところ

であります。

それで、結婚相談所なのですけれども、結

婚相談所公設では、外部団体という、旭川の

外部組織でとかという形でやっていらっしゃ

るということですけれども、そういう形で

やっていらっしゃるところもあるのかなとい

うところでありますが、足寄町としては公設

で設けるということではなくて、民間でやっ

ているところと連携しながら、そういった形

で結婚相談だとかを進めていければなと考え

ているところでありますので、回答の中では

そういう形で今後進めていきたいなと思って

いるところであります。

以上でございます。

○議長（髙橋秀樹君） ４番矢野利惠子君。

○４番（矢野利惠子君） 仕事なのですけれ

ども、町職員を雇うに当たって、町内に身内

がいるという人、つまり親だとか祖父母と

か、そういう人たちがいる人を優先的に雇う

というふうなことはできますか。

○議長（髙橋秀樹君） 答弁、渡辺町長。

○町長（渡辺俊一君） 足寄町で職員を採用

しますよといったときに、足寄町出身の方、

そういった方を優先的にというところのお話

かというように思いますけれども、基本的に

はやはりその方の能力ですとか、いろいろと

試験などもやりながら、その方の状況を見て

決めるというのが一般的かなというように

思っております。ただ、先ほども言いました

ように、ほかのまちに子供さんが出ていく

と、どうしても最終的に何年かたっていくと

親も一緒に外に出ていくような形になること

も多いというようなことも考えますと、なる

だけ足寄の方は足寄のまちの中で勤めていた

だければなというようには思っているところ

でありますけれども、ですが、それが全てと

いうことにはならないのかなと考えていると

ころではあります。

以上でございます。

○議長（髙橋秀樹君） ４番矢野利惠子君。

○４番（矢野利惠子君） 今の答えでは、

ちょっと理解がし難かった。取りあえず、足
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寄町で親の面倒を見たりする、そしておじい

ちゃん、おばあちゃんの面倒を見ると、そう

いう人をいたら優先的に町で雇うという、そ

のことをやってくれるのかということを聞き

たい。条例とか何かでそうやって決めて、町

にそういうふうな人がいる場合は、優先的に

雇うと。その職員の能力とかといっても、昔

聞いたことによると、前町長が公然と言って

いたという話なのですけれども、町職員の３

分の１は能力がある、３分の１は普通だ、残

りの３分の１は箸にも棒にもかからないとい

うふうに言ったと。そういうふうに真偽のほ

うは定かではないけれども、そういうふうに

言ったということを聞いております。だか

ら、雇うに当たって、それほどぱっと見た感

じでは、そんなにそんなに相手の能力という

のは分からないと思うのですよね。普通は一

般的にきちんと仕事をしてくれればいいかな

ということなので、つまり足寄町の発展に尽

くせるか尽くせないか、人口を増やすことが

できるかできないか、そういうようなことを

考えに入れて、大体本当に大抵今までずっと

見てきたことによると、親が子供のところへ

行ってしまうというのは、もう昔から当たり

前のことだった。そうやって、人口が減って

いった。だから、その逆を考えて、親がここ

にいる場合は、親の面倒を見るという、そう

いう使命もあるから、それを鑑みて、町職員

雇うときにもそこを重点的に考慮していただ

けるかどうか、そこをお聞きしたいです。

○議長（髙橋秀樹君） 答弁、渡辺町長。

○町長（渡辺俊一君） 基本的には先ほども

申し上げましたけれども、試験だとかをやっ

て職員を採用するわけでありまして、その中

にそういうことも当然あるのかもしれません

けれども、それは採用する段階でそういうこ

とが、将来的にその方が親の面倒を見るだと

か何だとかというのは分かりませんので、そ

こはそれを優先的にその人を採用しますだと

かというようなことにはならないのかなと考

えております。

以上でございます。

○議長（髙橋秀樹君） ４番矢野利惠子君。

○４番（矢野利惠子君） その人が親の面倒

を見るか見ないかは分からないというけれど

も、今少子高齢化ではないけれども、子供少

ないのだから、身内はその子しかいないと

なったら、いや応なしに法律上もその子は面

倒見ていくということになっていくと思いま

す。だから、やはり何とか町内に身内がいる

場合、直系親族がいる場合、その場合は優先

的に雇ってほしいと思います。足寄町で一番

いい花形の職業は役場職員ですから、どこか

の社長が言っていたけれども、今どき社長で

もこんなにもらっていないというふうには、

平均の年収を見たときに、そう言った人もい

る。だからそんな中でやはり何とか町民のた

めの役場であってほしいので、それをやって

ほしいと言った。ただ、もうやる気がないと

いうのだったら、もうそれはそれでしようが

ないのですけれども、何とかそれを考慮に入

れて、今まで子供のところに行ってしまうと

いうのを親のところに呼び寄せる、そういう

発想の転換をしていただきたいと思います。

○議長（髙橋秀樹君） 答弁、渡辺町長。

○町長（渡辺俊一君） このお話は先ほどか

ら申し上げていますように、職員を採用する

というところでいけば、そのことを最優先で

その条件で採用しますよということは言えま

せんということを言っております。

以上です。

○議長（髙橋秀樹君） ４番。

○４番（矢野利惠子君） やらないというの

はしようがないので、これで終わります。

○議長（髙橋秀樹君） これにて、４番矢野

利惠子君の一般質問を終えます。

次に、３番榊原深雪君。

（３番榊原深雪君 登壇）

○３番（榊原深雪君） 議長のお許しを頂き

ましたので、一般質問通告書に従いまして質

問をさせていただきます。

公衆トイレの維持管理について。

公衆トイレはまちの印象を残すものであ

り、きれいなトイレは使用する人の心を豊か
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にするものと考えます。

次のことについて伺います。

１、町内には多くの公衆トイレが設置され

ており、公園に設置されたもの、観光施設に

設置されたもの、墓地など町の管理施設に設

置されたものがあるようです。広い足寄町に

は何か所の公衆トイレがありますか。

２、維持管理及び清掃については、どのよ

うにされていますか。

３、新しいトイレができたことにより、不

要となったトイレの撤去についてはどのよう

にお考えでしょうか。

○議長（髙橋秀樹君） 答弁、渡辺町長。

○町長（渡辺俊一君） 榊原議員の「公衆ト

イレの維持管理について」の一般質問にお答

えいたします。

１点目の公衆トイレの数につきましては、

町が管理しているものとして、公園関係等で

２２か所、あしょろ銀河ホール２１に１か

所、オンネトー地区に１か所、足寄霊園に１

か所、大誉地・上利別・芽登の各本町に１か

所の、合計２８か所設置されております。

２点目の維持管理及び清掃につきまして

は、開設期間や設置場所ごとに委託内容や見

回りの頻度は異なりますが、定期的な清掃や

トイレットペーパーの補充等のほか、一部の

施設では周辺の除雪を業者等に委託していま

す。

３点目の、新しいトイレができたことによ

り不要となったトイレの撤去についてです

が、最近の事例では、平成２５年度に里見が

丘公園運動区内にあった３か所のトイレを集

約する形で、野球場隣接地に建て替えをした

際に、１か所は解体し、ほかの２か所は一部

改修を行い、倉庫として利活用を図っている

ものと災害用のくみ取りトイレとして活用し

ているものがあります。

また、本年度、老朽化や利用実態等を考慮

し、北星公園と山手通公園のトイレを常設型

から簡易型に変更しましたが、北星公園トイ

レについては、多額の一般財源を要すること

から、当面、出入口を閉鎖して、財源確保の

見通しが立った時点で撤去を進めたいと考え

ており、山手通公園トイレについては、本年

度の遊具等整備工事に併せて撤去する予定で

あります。

以上、御理解を賜りますようお願いを申し

上げ、榊原議員の一般質問に対する答弁とさ

せていただきます。

○議長（髙橋秀樹君） 再質問を許します。

３番榊原深雪君。

○３番（榊原深雪君） この質問に当たりま

して、町なかにある公衆トイレを二十何か所

か見てまいりました。そして、写真も５８枚

ぐらい撮ってきました。そして、その中に、

公園に付随しているトイレについては、水洗

化されており、清掃も行き届いて、良好な状

態にあると思われました。水洗化できない公

園には、簡易水洗移動式トイレが設置され、

衛生的な住民サービスが提供されておりまし

た。

ところが、墓地にあるトイレについては、

水洗化できない場所にあるためか、くみ取り

式であり、定期的な清掃もなく、汚れたまま

になっておりました。使用されるのがお盆や

お彼岸などの限られた時期でもあろうかと思

いますが、従来のトイレは撤去して、公園に

あるような簡易水洗移動式トイレの設置はし

てはどうでしょうか、お伺いいたします。

○議長（髙橋秀樹君） 答弁、副町長。

○副町長（丸山晃徳君） 答弁させていただ

きます。

公園関係の担当部署が建設課で、管理都市

計画で、そちらのほうは頻繁に見回りをした

り、古くなったら移動式のトイレに変えたり

というところをきちんとやっていたところで

ございますけれども、墓地のほうが住民課の

担当で、そこの部分で住民課なりにはしっか

りと管理はしていたところでございますけれ

ども、やはり全体の墓地の中の一つのトイレ

というところで、なかなか目がきちんと行き

届いてなかった部分もあるのかと思います。

現在、更新についての計画はございません

けれども、今今回改めて榊原議員さんから御
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指摘のあったことをしっかり見て、どうした

らいいかというのを改めて、今の現状のもの

でもう少しきれいなようにきちんと維持をも

うちょっと向上させるのか、それとも簡易式

トイレに変えるのかという部分を改めて見直

しをさせていただきたいと思います。

以上でございます。

○議長（髙橋秀樹君） ３番榊原深雪君。

○３番（榊原深雪君） 今の住民課のほうで

管理しているというお話でしたけれども、そ

このトイレはくみ取り式で和式なのですね。

そして、お盆やお墓参りに見える方は割と高

齢者が多いと思うのです。それで、洋式にさ

れている方が多くなっている今の時代に、あ

のトイレは本当に旧式であり、そして一回汚

されたものを誰が使おうかと思わないです。

すごくひどい状態、写真後でお見せしたいぐ

らいですけれども、あれをそのままにしてお

くということ自体が、もちろん汚された方が

本当に残念ながらいらっしゃるということは

悲しいことですけれども、やはりそれをまた

掃除して使ってもらうようにするのが、また

行政の役割ではないかなと私は思うのです

ね。だから、今副町長お答えになったよう

に、簡易式の移動式トイレですね、あれでし

たら本当きれいなのですね。私公園のトイレ

心配していました。本当に使えるかな、やっ

ぱりちょっと不用心かなとかという心配もあ

りましたけれども、あのお墓のトイレは、お

墓がきれいになった、敷石もきれいにしてい

ただいて、すごく喜んでいたところだったの

ですけれども、火葬場ももちろんきれいなの

ですけれども、あそこのトイレはもちろん使

う方は利用するときの方のためにあると思う

のですけれども、やはりあそこは早急に手を

入れて改修していただけたらありがたいなと

思っているところですが、どうでしょうか。

○議長（髙橋秀樹君） 答弁、渡辺町長。

○町長（渡辺俊一君） 今御指摘ありました

霊園のところのトイレですけれども、実態も

うちょっと、きちんと確認していただいて写

真も撮っていただいているということですの

で、実態としてはきっともって言われるとお

りなのかなと思いますけれども、町としても

きちんと中身どうなっているのかといったと

ころの確認と、それから今までの管理の仕

方、そういったものを含めて検討しまして、

今後どうしていくのかといった部分、少し検

討させていただきたいと思いますので、少し

お時間頂ければなと思うところであります。

以上でございます。

○議長（髙橋秀樹君） ３番榊原深雪君。

○３番（榊原深雪君） ８月のもうお墓参り

も近いことですので、これはそんなに時間か

からなくできるようなことではないかと思い

ますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。

次の質問に移ります。

元東小学校では、現在生涯学習館であるグ

ラウンドにトイレが設置されておりますけれ

ども、鍵がかかっていて使用できない状況と

なっています。グラウンドは少年野球の皆さ

んが頻繁に使用されており、そばにあるトイ

レが使用できないのは不便だと思われます

が、いかがでしょうか。

○議長（髙橋秀樹君） 丸山教育次長、答

弁。

○教育次長（丸山一人君） お答えいたしま

す。

旧東小のグラウンドにつきましては、議員

御指摘のとおり使用するのは野球少年団が夏

場使うというところで、故障トイレあるのは

認識しておりますけれども、どれぐらい頻度

でどういった管理をしているかは申し訳ござ

いません、把握してございません。ただ、外

に生涯学習館ございますので、そちらの施

設、利用できるのかな、貸してもらったりす

ることはできるのかなというふうに思ってお

ります。

以上でございます。

○議長（髙橋秀樹君） ３番。

○３番（榊原深雪君） 少年野球の方が二十

数名いらっしゃるのですね。それで、利用す

るのに必要ではないかなと私は客観的に見て
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思ったところなのですけれども、生涯学習館

をお使いになるのはいいのですけれども、そ

うしたら不要になったトイレはどうされるお

つもりなのでしょうか。

○議長（髙橋秀樹君） 丸山教育次長、答

弁。

○教育次長（丸山一人君） 現在使用されて

いないということですので、今回のほかの施

設と同様、やっぱり撤去すべきものでないか

なと思いますので、担当部局とちょっと状況

を確認しまして、そういった方向で進めさせ

ていただきたいと思います。

以上でございます。

○議長（髙橋秀樹君） ３番榊原深雪君。

○３番（榊原深雪君） 公衆トイレについて

は衛生上と防犯上などにおいて、地域住民の

方との連携が欠かせないものと思われます。

地域住民の方の意向をどのように聞き取りさ

れているか、お伺いいたします。

○議長（髙橋秀樹君） 丸山副町長、答弁。

○副町長（丸山晃徳君） 地域の住民の声と

いうのは、トイレに関してですか、公園の利

用に関して。（「トイレの」と呼ぶ者あり）

トイレですか。

具体的に、大誉地、上利別、芽登とか、そ

ういうような地域のところについては、その

町内会の方、自治会の方とお話をさせていた

だきますけれども、公園に関しては公園の利

用者の方がどうかというところで、地域柄と

いう、廃止をする場合にはそれぞれその地域

の方との御相談をさせていただきますけれど

も、維持の関係で古いやつを新たにすると

か、簡易型にするとかという部分でいえば、

利用者の実態、どれだけ使われているか、老

朽度合いがどうなのかというところで、町が

主体的に考えていくと。

先ほど更新なり解体という部分ですけれど

も、トイレに限らず町有の建物いっぱいござ

います。例えば学校の廃校になったところで

すとか、そういうところも今本当に解体費も

非常に高額になるので、本当にこちらのほう

にも書いていますけれども、財源的なもの

の、今壊すべきか、それとももう少し辛抱し

て、例えば新たな整備があったらそれととも

に併せて工事をして経費を削減できないかと

かというところもあって、なかなかそれだけ

の単独での解体費を出してやるかというとこ

ろはなかなか予算的にも、なかなか厳しい査

定をしてしまうというところでございます。

以上でございます。

○議長（髙橋秀樹君） ３番榊原深雪君。

○３番（榊原深雪君） 地域住民の方の意向

というものの中の一つなのですけれども、三

笠通りの町営の駐車場ありますね。そこのと

ころのトイレ入りますと、写真撮りに行きま

すと、灯油の臭いがかなりしていました。扉

も、私前回も調査したときに、扉がさびてお

りました。とても何かあまりいいきれいなト

イレがあるなという状況ではありません。そ

こをちょっともう一度御覧になったらいかが

かと思いますけれども、そういうことを言っ

ているのですね。灯油の臭いもするというこ

と、町にお伝えしたという、その方は、町民

の方は言っていました。だから、そういう意

向もきちんと取り入れながら、それを改善す

るような方法をしてほしいなと、私はこの質

問に際して思いましたので、そのことについ

てお答え願います。

○議長（髙橋秀樹君） 答弁、丸山副町長。

○副町長（丸山晃徳君） 三笠通りの灯油の

関係なのですけれども、多分私が聞いたとこ

ろ、把握したところによると、数年前に近隣

のところから漏れてきて、トイレのほうに流

れ込んできたと。それで、建設課のほうに可

能な限り、総更新はできないけれども、可能

な灯油の臭いなりがなくなるような対応とい

うことで、去年かおととし、一度やったので

すけれども、まだ抜本的な解消になっていな

いと。何とかならないのかといったところ、

聞いたところによると、本当に全部掘り下げ

て、かなりもう染み込んでいるような、地下

にも染み込んでいるので、かなりの工事をし

ないと無理じゃないかというお話であって、

取りあえずはそこまでの費用をかけるのはな
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かなか難しいねというところで、臭いは少し

は解消されているようなのですけれども、今

のところ現状のような状況になっているとい

うところでございます。

以上でございます。

○議長（髙橋秀樹君） ３番。

○３番（榊原深雪君） 根本的には財政の問

題で片づけられましたら、私たちはこれから

これ以上はあまり無理なお願いもできないよ

うな状況ですけれども、言わせてもらうとき

は言わせていただこうと思っております。

次に、その三笠通りのトイレの扉の、丸ご

と替えるといったら大変ですけれども、使い

ようによっては、まちのイベントのポスター

なりにパウチをしてそこに貼るとか何とでも

なると思うのですね。お金使わない方法でき

れいに見せるということはできると思います

ので、そういうことも考えながら改修してい

ただければいいかなと思っております。

次の質問に移ります。

里見が丘のメロディー橋近くにある公園ト

イレは使用できないように板で入り口を塞い

でおりました。野球場と弓道場の近くにある

以前のトイレもシャッターを閉めて、新しい

トイレに役割を終えていました。人気のない

場所での廃屋は有害鳥獣のすみかになる心配

があり、衛生上と防犯上の問題から速やかに

撤去すべきと思われますが、という質問をし

ようと思ったのですけれども、先ほどの答弁

のように、撤去費用にはお金がかかるとかと

いうお話でしたけれども、これは大分前に閉

鎖されているトイレなのですね。里見が丘の

トイレもですね。災害用ということもあろう

かと思いますけれども、そんなたくさんの便

器も要らないと思うのですね。だから、本当

に災害用であれば災害用のものを、先ほど申

しました簡易水洗トイレなりを用意して、

やっぱり古いものはもう撤去すべきだと思い

ますがどうでしょうか。

○議長（髙橋秀樹君） 答弁、渡辺町長。

○町長（渡辺俊一君） いろいろと御指摘を

頂きましてありがとうございます。

里見が丘のところのトイレでありますけれ

ども、先ほどの答弁の中でも申し上げました

けれども、古いトイレについては一つは物置

に中を改修して物置として使っているという

ことと、それから弓道場の近くですかね、弓

道場の近くのトイレについては、災害があっ

たときに例えば水洗だとかそういったものが

使えなくなったときに、あそこを利用してと

いうことで、くみ取り式のトイレであります

けれども、そこを防災用という形で取ってあ

るという形にしておりますので、そういった

ことでいきますと、決して使われなくなった

ということではなくて、使ってはいませんけ

れども、長年にわたって使ってはいませんけ

れども、そういう機能を持たせているという

ことで御理解いただければなというように

思っています。

あと、さらに古い、もっと古いトイレなど

も、先ほども申し上げましたけれども、なか

なか簡単に解体というようなことでできれば

いいのですけれども、一定程度次に何かをそ

こで例えば建てるだとかといったときに併せ

てやれば、そこの解体費用というのもいろい

ろな形で補助が出たりだとか、起債がついた

りだとかというような形で使えるかもしれな

いというようなこともあって、なかなかただ

単純に解体をするということについては、ト

イレもそうですけれども、ほかの施設もそう

なのですけれども、なかなかすぐに解体とい

う形にはなっていないということで、一定程

度使っていないとどんどん老朽化していって

傷みもひどくなってくるというようなことは

ありますけれども、一定の機能として持たせ

ているものについてはそういう形ですし、ほ

かのものについてはもうしばらくの間解体を

しないで、何か活用ができるようなことがな

いかどうか、その土地をトイレという形では

きっともってないと思うのですけれども、そ

こを何かするといったときに、そこを壊した

とき、今まであるトイレを壊すというときに

そういう財源が見いだせないかという形で考

えておりますので、御理解いただければとい
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うふうに思っております。

以上でございます。

○議長（髙橋秀樹君） ３番榊原深雪君。

○３番（榊原深雪君） 財源がなかなかそれ

に向けて使えないということがありまして、

無理かもしれませんけれども、災害のときの

ために使うトイレでありましても、やはり点

検していただかないと、本当にその災害のと

き使う人が使えるような状況になっているの

か。災害はいつ起きるか分かりませんよね。

そうしたらそういうときに、そのトイレが果

たして使えるものか使えないものか、それを

長年放置しておられたわけですからね。放置

というか、何かに使おうと思って置いておか

れたかもしれないけれども、それだってもう

１０年以上たっていると思うのですね。里見

が丘公園のほうの、それまで使っていた、新

しいトイレができるまで使っていたトイレも

もうかなり前だと思うのですね。その間に点

検もされいるのかどうか、災害のときに使う

としても、点検されていたのかどうかという

こともそうですけれども、今後またそういう

点検も含めて、撤去できる費用がどれぐらい

なのかも試算していただきまして、できると

ころから進めていただけたらいいなと思うと

ころです。

次の質問に移ります。

このたびの補正予算で出されていました、

雌阿寒温泉公衆トイレ浄化槽改修工事に３,

０５６万９,０００円が計上されておりまし

たけれども、多くの入り込み数がある観光客

の行政サービスの提供として必要なことだと

思っております。

湯の滝駐車場にあるバイオトイレは現在ど

のような状況でしょうか。さらに駐車場から

奥にある湯の滝のそばにあるくみ取り式トイ

レはどのような状況でしょうか、お伺いしま

す。

○議長（髙橋秀樹君） 加藤経済課長、答

弁。

○経済課長（加藤勝廣君） 湯の滝の入り口

のところにあるバイオトイレなのですけれど

も、あれについては町の持ち物ではないとい

うところで、森林管理署の持ち物になってお

りますので、今現在使われてはいないとは

思っております。あと、湯の滝にあるところ

も同じく森林管理署ということで、あそこは

使える状態になっておりますけれども、同じ

く森林管理署というところでございます。

○議長（髙橋秀樹君） ３番。

○３番（榊原深雪君） それで、湯の滝のそ

ばにある、一つだけあるトイレなのですけれ

ども、それも森林管理署なのですか。

そうしたら、観光客の方ですが、バイオト

イレのほうは今は使える状況なのですか。そ

れとかは周知していらっしゃらないのです

か。使えるか使えないかということは御存じ

ないのですか。

○議長（髙橋秀樹君） 答弁、加藤経済課

長。

○経済課長（加藤勝廣君） 今現在はあそこ

は使えない状態で、閉鎖している状況という

ふうに聞いております。

○議長（髙橋秀樹君） ３番榊原深雪君。

○３番（榊原深雪君） 使えない状況です

ね。そのバイオトイレも結構費用かけてお造

りになったと思うのですね。でもそこから近

いトイレはここにありますよぐらいは町で

やってもいいのではないですか。ここから何

メールあるところにトイレはありますよと。

トイレを利用しようとした人が使えない、目

の前にあるトイレが使えないわけですね。そ

うしたら、ここからどれぐらいの距離にトイ

レがありますよぐらいは、日本語と英語ぐら

いで書いてあげて、使う方が不便がないよう

にしてあげるのが町の役割ではないかなと私

は思うのですが、いかがでしょうか。

○議長（髙橋秀樹君） 加藤経済課長、答

弁。

○経済課長（加藤勝廣君） 今後森林管理署

も、所有者である森林管理署とちょっと協議

させていただいて、あそこから何ぼも行かな

いうちに新休憩舎できてますので、そういっ

た看板が設置するかどうかというのはちょっ
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と管理署と協議したいと思います。

○議長（髙橋秀樹君） ３番。

○３番（榊原深雪君） トイレはなくて使え

ないのは諦めがつくのですね。でもあるのに

使えないのは大変困らせることになります。

ある方を目にした方が、外人の観光客の方が

トイレが使えないということでおろおろして

いらっしゃったということなのですね。だか

ら案内してさしあげたということだったので

すけれども、やはり目の前にあるトイレが使

えないということは本当にその人にしたらも

うつらいことになると思うのですね。だか

ら、そういうことも含めて観光客に親切なま

ちということで、きちんとしていただけたら

ありがたいなと思いますね。

夏の期間だけの利用となることから、森林

管理署の方と相談していただくといいと思う

のですけれども、簡易水洗トイレも一つぐら

いは設置して、夏の間だけだと思うのですよ

ね、そこは利用するの。だから、自然環境に

負荷をかけない方法はいかがかなと思います

けれども、いかがでしょうか。

○議長（髙橋秀樹君） 答弁、経済課長。

○経済課長（加藤勝廣君） あそこはバイオ

トイレのあるところの駐車場も一応森林管理

署ということになっておりますので、今後も

簡易トイレが設置が可能かどうかというとこ

ろで、森林管理署のほうと協議してまいりた

いと思います。

以上です。

○議長（髙橋秀樹君） ３番榊原深雪君。

○３番（榊原深雪君） やはりバイオトイレ

も結構な金額をかけてお造りになったと思う

のですけれども、今は現在使えないというと

ころですよね。だから、今後来た人はどこの

ものか分かりませんからね、管理署のものな

のか足寄町のものか。でもやはり来た人は、

いや随分不便なところだなと思うのが、観光

客の正直な感想だと思いますよね、やっぱり

そこは大事なところが使えないというのは。

だから、今後とも協議していただきまして、

改善に向けて町もお力を貸していただければ

ありがたいなと思います。

そこで、もう質問は終わりますけれども、

締めの言葉としまして、町なかにある公衆ト

イレは御説明いただきましたとおり、二十数

か所にも及びますけれども、行政の日頃の努

力により大方の公衆トイレは整備と清掃が行

き届いているように感じました。

ところが、公衆トイレについては、１か所

でも清掃や整備が行き届かないところにあり

ますと、印象を悪くして全体がそのように

思ってしまうものです。特に多くの観光客が

通過する当町においては、まちの印象として

残してしまいます。今後ともきめ細かな整

備・点検をお願いいたしまして、最後に町長

の今後の対応についてのお考えをお聞かせ願

いまして、質問を終わりたいと思います。

○議長（髙橋秀樹君） 答弁、渡辺町長。

○町長（渡辺俊一君） 公衆トイレの関係、

今いろいろと御指摘を頂きましてありがとう

ございます。

基本的には管理を、先ほどの答弁の中でも

ありましたけれども、開設している期間だと

かそういったものに応じて、それぞれ清掃で

すとか、そういったトイレットペーパーの補

充ですとか、そういったことでやっています

けれども、なかなか目の届かないというか、

そういったところもありますので、今後も

せっかく来ていただいた方が使おうと思った

ときになかなか使えなかったりだとかという

ようなことがないように、十分注意をしなが

ら管理に努めていきたいなというように思っ

ております。

以上でございます。

○３番（榊原深雪君） ありがとうございま

した。

○議長（髙橋秀樹君） これにて、３番榊原

深雪君の一般質問を終えます。

◎ 延会の議決

○議長（髙橋秀樹君） お諮りをいたしま

す。

本日は、これで延会としたいと思います
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が、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（髙橋秀樹君） 異議なしと認めま

す。

よって、本日はこれで延会とすることに決

定いたしました。

◎ 延会宣告

○議長（髙橋秀樹君） 本日はこれで延会い

たします。

次回の会議は、６月２０日、午前１０時よ

り開会します。

大変御苦労さまでした。

午後 １時５２分 延会
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